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　市は、子どもに関係する団体や学校・保育園など
と連携して子どもと家庭を支える「子ども支援ネット
ワーク」を設置し、虐待防止の活動を進めています。
この活動により、多くの虐待相談や通告が、子ども
家庭支援センターに寄せられています。
●児童虐待の予防と早期発見にご協力を
　虐待の予防には、子育て家庭の孤立を防ぐことが大
切です。妊婦や子育て中の親に対して、近隣からの
ちょっとした声掛けがあるだけでも、不安は和らぎ、孤
立の防止につながります。また、「虐待かな？」と思った
ら、子ども家庭支援センターオレンジリボンダイヤル
か児童相談所に伝えてください。あなたの一言が、子
どもの命を救うきっかけになります。

問▷月曜～土曜日の午前9時～午後5時＝子ども家
庭支援センターオレンジリボンダイヤル☎（528）
4338▷月曜～金曜日の午前９時～午後５時＝立川
児童相談所☎（523）1321▷月曜～金曜日の夜間と
土曜・日曜日、祝日の緊急時＝東京都児童相談セン
ター☎03（5937）2330

自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
で
パ
ソ
コ
ン
か
ら
源
泉
所
得
税
の
納
税
や
法
定
調
書
の
提
出
が
で
き
る
ｅ
|

Tax
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い〔
立
川
税
務
署
〕

　

経
済
産
業
省
に
よ
る
第
３
回
創

業
補
助
金（
地
域
需
要
創
造
型
等
起

業
・
創
業
促
進
事
業
補
助
金
）の
説
明

会
を
開
催
し
ま
す
。
こ
の
事
業
は
女

性
や
若
者
の
地
域
で
の
創
業
や
第
二

創
業
を
行
う
方
に
対
し
て
、
そ
の
創

業
等
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
補
助

す
る
も
の
で
す
。
主
催
は
た
ち
か
わ

創
業
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト（
構
成
団
体

＝
立
川
市
、
立
川
商
工
会
議
所
、
多

摩
信
用
金
庫
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
、

市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
た
ち
か
わ
）。

時
11
月
22
日（
金
）午
前
10
時
～
11

時
場
た
ま
し
ん
事
業
支
援
セ
ン
タ
ー

（
W
i
n
セ
ン
タ
ー
）〔
曙
町
２
―８
―

18
〕定
50
人（
申
込
順
）

申
電
話
で
多
摩
信
用
金
庫
価
値
創
造

事
業
部
☎（
５
２
６
）７
７
６
６
へ

問
多
摩
信
用
金
庫
☎（
５
２
６
）

７
７
６
６
、
市
産
業
振
興
課
・
内
線

２
６
４
４

　市は、ごみ減量に向け、分
別徹底のためのさまざまな取
り組みを行っています。その一
つとして、小規模集合住宅（お
おむね50世帯以内）を対象に
ごみの分別調査を実施してい
ます。
　この調査は、建物の所有者や
管理会社の協力を得て、ごみの
分別状況を調査し、排出者へ啓
発を行うものです。正しい分別
にご協力をお願いします。

問ごみ対策課☎（531）5518

小規模集合住宅から
排出されたごみの
分別調査を実施中

年
末
調
整
等
説
明
会

　

立
川
税
務
署
は
、
給
与
の
支
払
い

者
を
対
象
に
平
成
25
年
分
年
末
調
整

の
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
会
場
で

は
、
源
泉
所
得
税
関
係
、
法
定
調
書

関
係
用
紙
の
ほ
か
、
給
与
支
払
報
告

書
な
ど
の
地
方
税
関
係
書
類
も
配
布

し
ま
す
。
直
接
会
場
へ
時
11
月
20
日

（
水
）午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

場
多
摩
社
会
教
育
会
館（
錦
町
６
―３

―１
）

問
立
川
税
務
署
源
泉
所
得
税
担
当
☎

（
５
２
３
）１
１
８
１

　

11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら

「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」（
９
月
30
日
ま
で
の
納

付
分
）が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
所
得
税
や

住
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象

で
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告
な
ど

に
は
、
こ
の
証
明
書
と
10
月
１
日
以

降
に
年
金
保
険
料
を
納
付
し
た
領
収

証
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
10
月
１
日
～
12
月
31
日
に

今
年
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
し
た
方
へ
は
、
平
成
26
年
２
月
上

旬
に
控
除
証
明
書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

問
日
本
年
金
機
構
・
控
除
証
明
書
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０（
０
７
０
）

１
１
７〔
平
成
26
年
３
月
15
日
ま

で
。
Ｉ
Ｐ
電
話
等
の
方
は
☎
０
３

（
６
７
０
０
）１
１
３
０
〕、
市
保

険
年
金
課
国
民
年
金
係
・
内
線

１
３
９
４

「
特
定
健
診
」受
診
の
呼
び

か
け
を
実
施
中

　

市
は
、
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る
40
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
、

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目

し
た
特
定
健
康
診
査
を
実
施
し
て
い

ま
す
。
受
診
期
間
は
平
成
26
年
３
月

31
日
ま
で
。
土
曜
日
に
受
診
可
能
な

実
施
機
関
は
57
か
所
、
日
曜
日
は
1

か
所
あ
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
の
う
ち
、
40
歳
～

59
歳
の
方
で
今
年
度
の
受
診
を
確
認

で
き
な
い
方
に
、
10
月
末
か
ら
民
間

事
業
者
を
通
じ
て
、
は
が
き
、
電
話

ま
た
は
居
宅
訪
問
で
受
診
の
呼
び
か

け
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ご
自
身
の
健
康

維
持
の
た
め
、
早
期
受
診
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
業
務
係
・
内
線

１
３
９
０

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
を
郵
送

虐待かな？と思ったらオレンジリボンダイヤルへ
虐待通告専用電話

☎（５２８）４３３８

さしのべた
その手がこどもの
命綱

11月は児童虐待防止推進月間

新
た
に
創
業
す
る
方
向
け

創
業
補
助
金
説
明
会

16
日（
土
）～
30
日（
土
）＝
午
前
８
時

～
午
後
５
時〔
い
ず
れ
も
土
曜
・
日
曜

日
、
祝
日
を
含
む
〕

　

家
庭
か
ら
の「
燃
や
せ
る
ご
み
」と

「
燃
や
せ
な
い
ご
み
」は
、
立
川
市
の

指
定
収
集
袋
で
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
指
定
収
集
袋
の
氏
名
等
記
入
欄
は

記
入
し
て
い
な
く
て
も
収
集
し
ま
す 

　

こ
の
欄
は
、集
合
住
宅
な
ど
に
お
住

ま
い
で
、共
同
の
集
積
所
を
使
う
方
が

一
定
の
ル
ー
ル
を
決
め
て
ご
み
を
出

す
際
に
活
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
を

想
定
し
て
い
ま
す
。

●
次
の
品
目
は
従
来
と
変
わ
ら
ず
、

無
料
で
収
集
し
ま
す　

▽
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
▽
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
▽
新
聞
・
折

り
込
み
チ
ラ
シ
▽
段
ボ
ー
ル
・
茶
色

紙
▽
雑
誌
・
本
・
雑
が
み
▽
古
布
・

牛
乳
等
紙
パ
ッ
ク
▽
せ
ん
定
枝
▽
び

ん
・
缶
▽
有
害
ご
み

　

ま
た
、
お
む
つ
、
落
ち
葉
・
雑
草

は
、
分
別
す
れ
ば
無
料
で
収
集
し
ま

す
。
透
明
ま
た
は
半
透
明
の
袋
に
入

れ
て（
お
む
つ
の
場
合
は
袋
に「
お
む

つ
」と
書
い
て
）、「
燃
や
せ
る
ご
み
」の

日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

家
庭
ご
み
の
収
集
は
、
11
月
１
日

（
金
）か
ら
収
集
地
区
を
４
つ
に
分
け

て
行
っ
て
い
ま
す
。
収
集
地
区
変
更
に

伴
い
、
収
集
曜
日
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

ご
み
や
資
源
は
各
収
集
日
の
朝
８

時
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

戸
別
収
集
に
伴
い
、
収
集
時
間
帯
が

従
来
と
異
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

清
掃
工
場
や
総
合
リ
サ
イ
ク
ル
セ

ン
タ
ー
に
家
庭
か
ら
出
た
ご
み
や
資

源
を
持
ち
込
む
際
の
処
理
手
数
料
を

次
の
通
り
変
更
し
ま
し
た
。

●
変
更
後（
11
月
１
日
か
ら
）　

排
出

量
に
か
か
わ
ら
ず
、
１
㌔
㌘
に
つ
き

８
円（
※
有
害
ご
み
、
資
源
ご
み
は
無

料
。
お
む
つ
、
落
ち
葉
・
雑
草
を
分

別
し
て
持
ち
込
む
場
合
は
無
料
）

　

戸
別
収
集
の
実
施
に
伴
い
、
既
存

の
集
積
所
は
廃
止
さ
れ
ま
す（
集
合

住
宅
を
除
く
）。
廃
止
さ
れ
た
集
積
所

に
は
、「
集
積
所
廃
止
の
お
知
ら
せ
」

を
看
板
の
上
に
掲
示
し
て
い
ま
す
。

　

戸
建
て
住
宅
に
お
住
ま
い
の
方
は

自
宅
敷
地
内
の
決
め
ら
れ
た
場
所
に
、

集
合
住
宅
に
お
住
ま
い
の
方
は
専
用

の
集
積
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
収
集
日
の

朝
８
時
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
廃
止
さ
れ
た
集
積
所
の
看

板
は
12
月
以
降
、
撤
去
し
ま
す
。

ご
み
に
関
す
る
記
事
の
お
問
い

合
わ
せ
は
、
臨
時
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
☎（
５
０
３
）０
０
５
３
へ

　

11
月
30
日（
土
）ま
で
、
臨
時
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
戸

別
収
集
・
有
料
化
に
関
す
る
こ
と
は

臨
時
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
☎（
５
０
３
）

０
０
５
３〔
こ
～
る
み
ー　

お
お
ご

み
〕へ
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●
開
設
時
間　

▽
11
月
15
日（
金
）ま

で
＝
午
前
８
時
～
午
後
８
時
▽
11
月

「
燃
や
せ
る
ご
み
」と「
燃
や
せ

な
い
ご
み
」は
指
定
収
集
袋
で

収
集
曜
日
が
変
わ
り
ま
す

廃
止
さ
れ
た
集
積
所
に
は

ご
み
を
出
さ
な
い
で

家
庭
ご
み
の
持
込
手
数
料

を
変
更

家庭ごみ戸別収集・有料化

臨時コールセンター
開設中 ☎042（5

こ〜るみー

03）0
お お ご み

053


